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ロ
シ
ア
二
百
海
里
内
の
サ
ケ
・
マ
ス
流
し
網
漁
を
二
〇
一
六
年
一
月
か
ら
禁
止
す
る
法
案
に
関
す
る
第
三
回
質

問
主
意
書

ロ
シ
ア
下
院
は
本
年
六
月
十
日
の
本
会
議
で
、
ロ
シ
ア
二
百
海
里
内
の
サ
ケ
・
マ
ス
流
し
網
漁
を
二
〇
一
六
年
一
月
か
ら
禁

止
す
る
法
案
（
以
下
、
「
法
案
」
と
す
る
。
）
を
可
決
し
た
。

右
と
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
八
三
号
）
及
び
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
六
八

号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

本
年
六
月
二
十
四
日
に
、
ロ
シ
ア
上
院
で
も
「
法
案
」
が
可
決
さ
れ
た
。
ロ
シ
ア
上
院
で
「
法
案
」
が
可
決
さ
れ
た
後
、

日
本
政
府
は
ロ
シ
ア
政
府
に
対
し
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
し
て
い
る
の
か
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
時
系
列
を
も
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
法
案
」
は
プ
ー
チ
ン
大
統
領
が
署
名
を
す
れ
ば
成
立
す
る
。
安
倍
首
相
は
プ
ー
チ
ン
大
統
領
に
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け

を
す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


